
 

議案第14号 

養父市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

養父市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年２月25日提出 

養父市長  広 瀬   栄  

 

養父市条例第 号 

養父市手数料条例の一部を改正する条例 

養父市手数料条例（平成16年養父市条例第65号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１課税証明の項中「300円」の次に「（市の電子計算機と電子通信回線に

より接続された民間事業者が設置する多機能端末機（以下「多機能端末機」とい

う。）により交付する場合は、150円）」を加え、印鑑登録証明の項及び住民票の

写し、除かれた住民票の写しの項中「300円」の次に「（多機能端末機により交付

する場合は、150円）」を加え、住民票記載事項証明又は戸籍の付票の写しの項中

「付票」を「附票」に改め、「300円」の次に「（多機能端末機により交付する場

合は、150円）」を加える。 

 別表第２戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第１項、第10条の２第１項から

第５項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又

は同法第120条第１項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調

製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

の項中「450円」の次に「（多機能端末機により交付する場合は、300円）」を加え

る。 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第14号 養父市手数料条例の一部を改正する条例 新旧対照条文（下線の部分は改正部分） 

現          行 改      正      案 

別表第１(第２条関係) 

手数料の種類 単位 金額 付記 

納税証明 １件 300円  

課税証明 １枚 300円 

 

 

 

 

 

 

土地、家屋、償却資

産に関する証明 

１件 300円 １枚につき１

件とする。 

市税資料に基づく

証明 

１枚 300円  

印鑑登録証明 １枚 300円 

 

 

印鑑登録証 １枚 300円 ただし、再交付

又は亡失及び

印鑑の変更に

よるときに限

る。 

（略） (略) （略） （略） 

不在籍証明 １枚 300円  

住民票の写し、除か

れた住民票の写し 

１枚 300円 

 

世帯票、個人票

は１枚につき

別表第１(第２条関係) 

手数料の種類 単位 金額 付記 

納税証明 １件 300円  

課税証明 １枚 300円（市の電子計算機と電

子通信回線により接続され

た民間事業者が設置する多

機能端末機（以下「多機能端

末機」という。）により交付

する場合は、150円） 

 

土地、家屋、償却資

産に関する証明 

１件 300円 １枚につき１

件とする。 

市税資料に基づく

証明 

１枚 300円  

印鑑登録証明 １枚 300円（多機能端末機により

交付する場合は、150円） 

 

印鑑登録証 １枚 300円 ただし、再交付

又は亡失及び

印鑑の変更に

よるときに限

る。 

（略） (略) （略） （略） 

不在籍証明 １枚 300円  

住民票の写し、除か

れた住民票の写し 

１枚 300円（多機能端末機により

交付する場合は、150円） 

世帯票、個人票

は１枚につき
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現          行 改      正      案 

１件とする。た

だし、同一世帯

に属する個人

票は４枚まで

ごとに１件と

する。 

住民票記載事項証

明又は戸籍の付票

の写し 

１枚 300円  

（略） (略) （略） （略） 

別表第２及び上記

以外の諸証明、諸交

付手数料 

１枚 300円  

別表第２（第２条関係） 

事務 区分・名称 単位 金額 備考 

道路運送車両法(昭和26年法

律第185号)第34条第２項の

規定(同法第73条第２項にお

いて準用する場合を含む。)

に基づく自動車の臨時運行

の許可の申請に対する審査 

臨時運行許可申

請手数料 

１両に

つき 

750円  

（略） （略） （略） （略） (略) 

狂犬病予防法施行令第３条

の規定に基づく犬の狂犬病

予防注射済票の再交付 

狂犬病予防注射

済票再交付手数

料 

１件に

つき 

340円  

１件とする。た

だし、同一世帯

に属する個人

票は４枚まで

ごとに１件と

する。 

住民票記載事項証

明又は戸籍の附票

の写し 

１枚 300円（多機能端末機により

交付する場合は、150円） 

 

（略） (略) （略） （略） 

別表第２及び上記

以外の諸証明、諸交

付手数料 

１枚 300円  

別表第２（第２条関係） 

事務 区分・名称 単位 金額 備考 

道路運送車両法(昭和26年法

律第185号)第34条第２項の

規定(同法第73条第２項にお

いて準用する場合を含む。)

に基づく自動車の臨時運行

の許可の申請に対する審査 

臨時運行許可申

請手数料 

１両に

つき 

750円  

（略） （略） （略） （略） (略) 

狂犬病予防法施行令第３条

の規定に基づく犬の狂犬病

予防注射済票の再交付 

狂犬病予防注射

済票再交付手数

料 

１件に

つき 

340円  
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現          行 改      正      案 

戸籍法(昭和22年法律第224

号)第10条第１項、第10条の

２第１項から第５項まで若

しくは第126条の規定に基づ

く戸籍の謄本若しくは抄本

の交付又は同法第120条第１

項若しくは第126条の規定に

基づく磁気ディスクをもっ

て調製された戸籍に記録さ

れている事項の全部若しく

は一部を証明した書面の交

付 

戸籍謄抄本交付

手数料 

１通に

つき 

450円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍法第12条の２において

準用する同法第10条第１項

若しくは第10条の２第１項

から第５項までの規定若し

くは同法第126条の規定に基

づく除かれた戸籍の謄本若

しくは抄本の交付又は同法

第120条第１項若しくは第

126条の規定に基づく磁気デ

ィスクをもって調製された

除かれた戸籍に記録されて

いる事項の全部若しくは一

部を証明した書面の交付 

除籍、謄抄本交

付手数料 

１通に

つき 

750円  

（略） （略） (略) （略） (略) 

戸籍法(昭和22年法律第224

号)第10条第１項、第10条の

２第１項から第５項まで若

しくは第126条の規定に基づ

く戸籍の謄本若しくは抄本

の交付又は同法第120条第１

項若しくは第126条の規定に

基づく磁気ディスクをもっ

て調製された戸籍に記録さ

れている事項の全部若しく

は一部を証明した書面の交

付 

戸籍謄抄本交付

手数料 

１通に

つき 

450円（多

機能端末

機により

交付する

場合は、

300円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍法第12条の２において

準用する同法第10条第１項

若しくは第10条の２第１項

から第５項までの規定若し

くは同法第126条の規定に基

づく除かれた戸籍の謄本若

しくは抄本の交付又は同法

第120条第１項若しくは第

126条の規定に基づく磁気デ

ィスクをもって調製された

除かれた戸籍に記録されて

いる事項の全部若しくは一

部を証明した書面の交付 

除籍、謄抄本交

付手数料 

１通に

つき 

750円  

（略） （略） （略） （略） (略) 
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現          行 改      正      案 

行政手続における特定の個

人を識別するための番号の

利用等に関する法律(平成25

年法律第27号)の施行に関す

る事務 

個人番号カード

の再交付(個人

番号カードの追

記欄の余白がな

くなったときそ

の他の再交付が

やむを得ないも

のとして市長が

認める場合を除

く。) 

１枚に

つき 

800円  

 

 

行政手続における特定の個

人を識別するための番号の

利用等に関する法律(平成25

年法律第27号)の施行に関す

る事務 

個人番号カード

の再交付(個人

番号カードの追

記欄の余白がな

くなったときそ

の他の再交付が

やむを得ないも

のとして市長が

認める場合を除

く。) 

１枚に

つき 

800円  

 

 

 


